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この事例集に掲載する取組事例は、企業が自主的に実施している対策の中で、地下水

汚染未然防止に役立つと思われる具体的事例を紹介したものです。 

ただし、ここに紹介した事例が、改正水濁法の構造基準や点検方法を充足していること

を示しているわけではありません。 

法令に適合しているかどうかは、取扱い物質、操業条件、現場の状況、点検頻度等の

実態を勘案して、届出先の行政機関で確認されます。 

皆様が今後の取り組みを検討される際の参考として、この事例集を役立てていただきた

いと存じます。 



 

 

 

 

脱脂洗浄、電気めっき、クリーニング、接着剤製造等、地下水汚染未然防止対策に自主的に取

り組んでいる工場・事業場を訪問し、取り組み内容を調査しました。 

その結果、業種に共通の未然防止対策があることが把握できました。 

これらの対策は今回訪問しなかった業種の企業にとっても共通の対策になると考えられます。 

業種に共通する漏えい未然防止対策事例を以下に示します。 

また、脱脂洗浄、電気めっき、ドライクリーニングについては、業種に特有の対策も含めて P.２

以降に記述します。 

 

業種に共通の未然防止対策 

対策の分類 共通の対策 備考 

１）漏えい物の流出防止対策 

 

①装置の下部にステンレス製の受け皿を

設置する。 

 

②装置の周囲に防液堤あるいは堰を設

置する。 

 

 

 

２）漏えい物の地下浸透防止対策 ①装置の周囲、貯蔵施設の周囲のコンク 

リートの床、防液堤、堰等を不浸透性の 

高い材料で被覆する。不浸透性材料とし 

てＦＲＰ（＊１）を採用している例が多い。 

②酸性度が強い液を取り扱う場合は、  

ＦＲＰ（＊１）の使用例が多い。 

 

＊１ 

FRP の中でもビ

ニルエステル系

ノ ボ ラ ッ ク を 使

用して、かつ 

複層に施工して

いる。 

３）漏えい物の早期検知対策 ①装置を床面から離して設置 

②配管を床面から離して設置 

③地下配管をトレンチ内に敷設 

④地下配管を地上配管に変更 

の実施例が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 業種に共通する有害物質漏えい未然防止の取り組み 

地上配管に変更 

ドライ機下の受け皿 

FRP 被覆した工場の床 

槽を床面から

離して設置 

タンクの防液堤 
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１）洗浄工程と漏えいリスクのある場所 

○洗浄工程の位置づけ 

  

                                        

  

 

 

 

 

 

○一般的な洗浄工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○漏えいリスクのある場所 

1) 洗浄装置からの漏れ 

2) 新液補給時のこぼれ 

3) 廃液抜出し時のこぼれ 

4) 洗浄液ベーパーの大気拡散、凝縮降下 

２．洗浄における有害物質漏えい未然防止の取り組み 

前工程 洗浄工程 次工程 

プレス加工 

鋳造 

アルミ溶接 

など 

脱脂洗浄 

フラックス洗浄 

など 

めっき 

塗装 

組立 

床面不浸透性被覆

浸漬洗浄
蒸気洗浄
（乾燥）

リンス
（すすぎ）

新液補給

廃液

受け皿
せき
または
防液堤

排気ファン

大気へVOC

 冷却コイル

 ベーパーライン

 ベーパー層

「洗浄装置からのべーパー拡散によるＶＯＣ排出のイメージ」の図（環境省 「産業

洗浄における自主的取組マニュアル」）を参考に作成 
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２）未然防止対策の事例－１（設備的対策） 

 

対策の種類 具体的対策 取組事例 

＜塩素系溶剤＞  

・ステンレス製の装置、配管を採用する  

・洗浄排ガス（VOC）を回収する 写真：せ１２ 

＜酸性・アルカリ系溶剤＞  

・装置の内面をＦＲＰ等で被覆する  

①施設・付帯設備から

の漏えい防止対策 

・ＦＲＰ製の容器を使用する 写真：せ１ 

・装置下にステンレス製受け皿を設置する 写真：せ２、せ３、

せ４、せ５、せ６ 

・装置の周囲に堰、防液堤あるいは溜め枡等を設置 

する 

写真：せ７、せ８ 

②漏えい物の流出 

防止対策 

・受け皿、防液堤、溜め枡等の容量は漏れた液がオ

ーバーフローしない容量とする 

写真：せ 7、せ８ 

・装置周辺、貯蔵容器周辺のコンクリートの床、防液

堤、枡等を不浸透性の高い樹脂等で被覆する。 

写真：せ９、 

せ１０、せ１１ 

③漏えい物の 

地下浸透防止対策

・洗浄物を移動するときに、液が滴り落ちる場所には

ステンレス製の受け皿を設置する。 

 

＜目視点検を容易にする対策＞  

・装置を床面から離して設置する。 写真：せ 1２ 

・装置内の保有量の変化を液面計で確認する。 写真：せ１３ 

・地下埋設配管を地上配管に変更する。 写真：せ１４ 

写真：せ１５ 

・地下埋設配管をトレンチ内敷設に変更する。 写真：せ１６ 

＜自動検知装置の設置＞  

④漏えい物の 

早期検知対策

・目視が困難な場所には液体の流出を検知し、警報

を出す装置を設置する。 
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２）未然防止対策の事例－２（有害物質の使用取りやめ） 

＜有害物質の使用を取りやめたり、有害物質に該当しない物質に転換した事例＞ 

対策の種類 具体的対策 

＜プレス加工＞ 

・ドライプレス加工（アルミ加工の場合）採用により潤滑油の使用を取りや

める ⇒ 洗浄工程の削除（合理化）につながる 

＜洗浄工程＞ 

・加工／鋳造等前工程での使用される潤滑油種に応じた洗浄剤の選定に

より、有害物質を含む溶剤の使用量を削減する 

⑤有害物質の使用

取りやめ又は代替

物質への転換 

・洗浄剤を変更する（塩素系溶剤からアルカリ系または炭化水素系への 

転換） 

 

３）設備点検のポイント 

３－１ 日常点検 

点検箇所 点検方法 点検頻度 

洗浄槽、貯蔵タンク、配管等

からの漏れの有無 

目視 始業時、終業時等 

1 回／日 

洗浄槽や関連設備の周囲の

床の亀裂有無 

目視 始業時、終業時等 

有害物質受け入れ、移動、補

給、送出等の作業場所 

目視 非定常作業の都度 

 

  地下水汚染を未然に防止するためには、日常の作業において、設備の異常の有無を 

点検すること、作業時の漏えい有無を確認することが大切です。 

 

３－２  定期点検 

点検箇所 点検方法 点検頻度 

洗浄槽、貯蔵タンク、配管等の

劣化の有無 

・目視による点検 

ただし、内壁の亀裂有無の検査、ピンホール

有無の検査等を専門業者に委託することもあ

る。 

法定頻度以上 

洗浄槽周囲の床および被覆材

の損傷、亀裂等の有無 

・目視による点検 

 

法定頻度以上 

受け皿、防液堤の亀裂の有無 ・目視による点検 法定頻度以上 
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４）対策事例（写真と解説） 

 

●FRP 容器の採用事例             ●装置の下にステンレス製受け皿設置の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取扱い作業場所へのステンレス製受け皿設置の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強酸に耐える FRP 製タンク 

写真：せ１ 

写真：せ５ 写真：せ６ 

ローリーからの受け入れジョイントの下に

受け皿を設置 

小型タンクからの受け入れ口の下に受

け皿を設置 

写真：せ２ 

洗浄装置の下に受け皿を設置 

写真：せ４ 

溶剤補給時のドラム缶の下

に受け皿を設置 

写真：せ３ 

付帯設備をまとめて 

その下に受け皿を設置 
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●容器内の液全量以上の容量をもった防液堤の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●床面を不浸透性材料で被覆した事例 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

●防液堤等を耐薬品性材料で被覆した事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：せ７ 写真：せ８ 

写真：せ９ 

写真：せ１０ 

写真：せ１１ 

容器の受け皿の容量を大きくし

て、万一漏洩しても内容物がこぼ

れないようにしている例 

工場の床を不浸透性材料で被覆した例

この工場の場合は取り扱い物質の性状

から、ポリウレタン塗料を使用している。

防液堤を耐酸性樹脂で被覆した例 防液堤内の床面に耐酸レンガを 

施工した例 

4 基のタンクをまとめて防液堤を

設置した例 
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●漏えいを目視で発見できるようにした事例（漏えいの見える化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：せ１２ 写真：せ１３ 

写真：せ１４ 

写真：せ１６ 

装置を床面から離して設置

している例 

タンク内の液量を確認

する液面計 

写真：せ１５ 

地下配管をトレンチ内に設置した例 

埋設配管を地上に移設した例 

7



 

 

 

 

１）めっき工程と漏えいリスクのある場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     出典：全国鍍金工業組合連合会 

 

上記の図で有害物質が漏えいするリスクのある場所は、 

 １）めっきあるいは後処理工程とそれぞれの水洗工程 

 ２）老化廃液排出工程 

です。 

設備対策だけでなく、有害物質を取り扱う工程での定常作業、非定常作業時に、こぼしたり、滴ら

せたりしないよう注意が必要です。 

 

 

 

 

 

３．電気めっきにおける有害物質漏えい未然防止の取り組み 

めっき工程

素
材
研
磨

予
備
洗
浄

水
洗

冶
具
・
バ
レ
ル
投
入

ア
ル
カ
リ
脱
脂

水
洗

酸
洗
い

水
洗

電
解
脱
脂

水
洗

水
洗

水
洗

酸
活
性
化

め
っ
き
・
化
学
研
磨
・
他

ク
ロ
メ
ー
ト
処
理
等

水
洗

冶
具
・
バ
レ
ル
取
り
出
し

乾
燥

前処理工程
めっき等
皮膜形成 後処理

包
装

後作業前作業

めっき素材 めっき製品

水洗水として排出
（酸・アルカリ・シアン・クロム系他）

老化廃液として排出
（酸・アルカリ・シアン・クロム系他）

排水処理へ

業者委託処理へ

各種重金属を含む種々の物質が複数の工程から排出される
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２）未然防止対策の事例－１（設備的対策） 

対策の種類 具体的対策 取組事例 

・ステンレス製の装置・配管を使用する 写真：め１ 

・装置の内面をＦＲＰで被覆する  

・ＦＲＰ製の容器を使用する 写真：め 1 

①施設・付帯設備からの漏えい防

止策 

・塩化ビニル製の配管を使用する  

・めっき液の雫を受けるステンレス製受け皿

を設置する 

写真：め２、め３ 

・装置の周囲に防液堤、堰あるいは溜め枡

を設置する 

写真：め４ 

写真：め５ 

写真：め６ 

②漏えい物の流出防止対策 

・受け皿、防液堤、溜め枡等の容量はオー

バーフローしない容量とする 

写真：め４ 

 

③漏えい物の地下浸透防止対策 ・装置の周囲、貯蔵タンクの周囲のコンクリ

ートの床、防液堤、枡等を不浸透性の樹脂

で被覆する（ビニルエステル樹脂使用 FRP

の採用事例が多い） 

写真：め７、め８、 

め９、め１０、め１１ 

・装置を床面から離して設置する 写真：め１２ 

・配管を床面から離して敷設する 写真：め１３ 

・配管を地上に敷設する 写真：め１４ 

・めっき装置を２階に設置する 写真：め１５、め１６ 

④漏えいの早期検知対策 

・地下配管をトレンチ内に敷設する 写真め１７ 

 

２）未然防止対策の事例－２(有害物質の使用取りやめ) 

対策の種類 具体的対策 

＜洗浄工程＞ 

・洗浄剤の変更 

（有機塩素系洗浄剤をアルカリ系または炭化水素系へ転換する）

⑤有害物質を含まない代替物質

への転換 

＜めっき工程＞ 

・亜鉛めっき後の耐食性強化のための 6 価クロムめっきを 3 価ク

ロムめっきに変更する 

 

３）日常の設備管理・点検のポイント 

 

点検箇所 点検方法 点検頻度 

めっき槽本体、付属設備 容器、配管等の亀裂有無を目視点検 始業時・終業時等 

めっき槽周囲の受け皿、

床の堰、防液堤 

受け皿、堰、防液堤内の液の有無を目視

点検 

始業時・終業時等 

めっき槽周囲の床 床の亀裂の有無を目視点検 始業時・終業時等 
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４）対策事例（写真と解説） 

 

●容器に耐食性材料を使用している事例   ●液の雫を受ける受け皿の設置事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●流出防止対策の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：め１ 

FRP 製めっき槽 

ステンレス製めっき槽

写真：め 2 

めっき槽の間に塩ビ製の受け皿を設置 

・めっき物を次の槽に移すときに落ちる雫を受けるため 

・受け皿の上に FRP 製のグレーチングを敷いてあるので

足が滑らず、また下に溜まった液も見える 

写真：め３ 

洗浄物を移動する際に雫

が床に落ちないようにハ

ンガーつき移動式受け皿

を製作 

写真：め５ 

写真：め４ 

工場の床面を広く深く掘

り下げて浅いプール状

にし、そこにめっき槽を

設置。 

床面が防液堤の役割を

果たす。 

床に設置した装置等から漏えいした液の

流出防止溝（溝の内面も FRP で被覆） 

写真：め６

めっき槽下の流出防止用

の堰（高さ 5cm） 
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●地下浸透防止対策事例 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●床面の被覆材の改修事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：め７ 

写真：め９ 

写真：め８ 

工場の床全面に FRP 被覆を施工した

例（工場新設時に施工）  

工場の床全面に FRP コーティングを施工

した例（工場増設時に施工） 

壁面の下部 15cm幅にも FRP 被覆を施工

（防液堤にもなる） 

床面に FRP 被覆を施工した実施例 

写真：め１０ 

既存工場の床面改修例 

エポキシ樹脂被覆の床を FRP による被覆に改

修している例（写真奥がビニルエステル FRP、

手前がエポキシ塗装） 

FRP 被覆材の現場補修事例 

（現場で損傷箇所だけを補修した例） 

写真：め１１ 
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●漏えいを目視で発見できるようにした事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ●めっき装置を２階に設置した例 

●地上配管の例                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●配管をトレンチ内に敷設した例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めっき槽を床面から離して設置した例 

（下部からの液の漏えい確認が容易） 

2 階にめっき槽を設置した工場 

（写真では 2 階であることが分かりにくい

が下方に樹が見える） 

写真：め１５ 

写真：め１６ 

上記写真と同じ工場の１階の天井部分。 

2 階からのめっき排水配管が排水受槽につ

ながっている。 

写真：め１７ 

写真：め１３

めっき排水配管を床面から

離して敷設した例 

トレンチ内の配管を目視で点検できる

（グレーチングでふたをしてあるので配管

からの漏れがあれば確認できる） 

写真：め１２ 

写真：め１４ 

めっき水洗水及び廃液を地上配管

で送出している例 
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１）ドライクリーニング工程と漏えいリスクのある場所 

 

○ドライクリーニング工程 

 

 

 

（しみ抜き）  ⇒   溶剤洗濯 ⇒ 乾燥 ⇒  スチーム乾燥  ⇒ アイロン掛け ⇒  包装 

                                     

 

 

             テトラクロロエチレン 

               の回収・リサイクル 

 

 

○漏えいリスクのある場所 

 ①ドライ機からの漏えい 

  ②ドライ機に溶剤補給時の液のこぼれ 

 ③しみ抜き液のこぼれ 

 

未然防止対策としてはドライ機の下にステンレス製の受け皿を置き、万一本体から漏えいが

発生しても受け皿で流出を防止することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライ機 

４．ドライクリーニングにおける有害物質漏えい未然防止の取り組み 

隙間を埋める 

ステンレス製受け皿 

床面に不浸透性被覆を施工 

ドライクリーニング装置

（ホットドライ機） 
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２）未然防止策の事例－１（設備的・管理的対策） 

対策の種類 具体的対策 取組事例 

①洗浄、乾燥、回収一体型ドライ

クリーニング設備の採用 

・溶剤回収系装置等従来本体と別置きであっ

た装置を本体に組み込み一体化する。 

（フィルター、冷却器、活性炭槽、水分離槽等） 

 

②テトラクロロエチレン補充作業

時の留意 

・注ぎ口のみならず補充液の容器をドライ機内

に納めて補充する。 

 

・装置下にステンレス製受け皿を設置する。 写真：ク１、ク２ ③漏えい物の流出防止対策 

・受け皿容量をドライ機内保有量より大きくす

る。 

 

・受け皿と床との間に隙間をなくす。 写真：ク３ ④漏えい物の地下浸透防止 

・作業範囲の床を不浸透性材料で被覆する。 写真：ク４ 

⑤漏えいの早期検知 ・ドライ機内の溶剤保有量の変化を液面計で

監視する。 

写真：ク５、ク６ 

 

 

２）未然防止策の事例－２（有害物質の使用を取りやめ） 

対策の種類 具体的対策 

⑥有害物質の使用取りやめ 

（含む代替物質への転換） 

テトラクロロエチレン  ⇒  石油系溶剤に変更 

                  又は水洗浄に変更 

 

３）日常の設備管理・点検のポイント 

点検箇所 点検方法 点検頻度 

受け皿の亀裂の有無 目視 始業・終業時等 

床の亀裂の有無 目視 始業・終業時等 

受け皿や床上への漏えい有無確認 目視 操業中随時 

 

４）対策事例（写真と解説） 

 

●ドライクリーニング装置下にステンレスの受け皿の設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ク１ 

     
ドライ機の下にステ

ンレス製の受け皿を

設置の例 

写真：ク２ 
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●受け皿と床の隙間を埋めている事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●床を不浸透性の材料で被覆している例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ク３ 

写真：ク４ 

写真：ク６ 写真：ク５ 

溶剤の量を確認する液面計 

しみ抜き等有機溶剤を使う作業周

辺の床を FRP で被覆した例 

FRP の被覆ではなく、撥水性塗料で 

床面を被覆している事例もある。 

コンクリート床 

コーティング材 

受け皿

ドライ機 

隙間充填材 

床と受け皿の隙間をなくして受け皿の下に漏れた

液が入り込まないようにする。 
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１）床面の被覆材の選定に当たって考慮を要する点 

  環境省の「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」（８．参考

資料）によると、 

○被覆材としては、例えば以下のような合成樹脂が挙げられる。 

 ・長時間使用可能な樹脂として、フラン樹脂が利用されている。 

   ・ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂及びウレタン樹脂は、

揮発性有機化合物が滞留しない床面に限って使用できる。 

○合成樹脂の耐性については有害物質の種類や濃度によって異なるが、使用する有害物質

の特性に応じて適切な被覆材を選定する必要がある。一般に、被覆材には以下のような

特性がある。 

・耐溶剤性はフラン樹脂 

・耐酸性はフラン樹脂・ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂 

・耐アルカリ性はフラン樹脂・ビニルエステル樹脂・不飽和ポリエステル樹脂・エポキ

シ樹脂が比較的高いとされている。 

○いずれの合成樹脂であっても有害物質の滞留時間が長くなると徐々に損傷する可能性が

あるため、想定される接触時間に応じて、単層の被覆より浸透防止性が高いフレーク充

填や複層などの被覆方法について検討する必要がある。 

 なお、フレーク充填や複層の被覆は、単層の被覆と比較して施工費用は高いが耐久性

も高まるため、作業内容から床面被覆の劣化が激しいと想定される場合やメンテナンス

を軽減したい場合に用いられることもある。 

（以下略） 

  と記述されています。 

①トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機溶剤を使用する現場の対策 

   フラン樹脂は耐溶剤性に優れた樹脂であるが、高価格であり、施工のために床表面の平

滑度を上げる必要があること、補修が難しいため補修費が高くなること等の難点があり、中

小企業の既存工場に適用する場合には慎重に検討する必要があります。 

     ビニルエステル樹脂等は、揮発性有機化合物（特に塩素系有機化合物）が長時間滞留す

る場所には採用できません。 

滞留が懸念される場所にはステンレス製の受け皿を設置し、作業等で溶剤が少量こぼれ

るおそれのある場所には、比較的安価で、現場補修が容易なビニルエステル系 FPR 被覆を

選定するのが現実的な対策と考えられます。 

この場合、床面に溶剤がこぼれたら即座に拭き取ることによって被覆材の劣化を最小限に

止める必要があります。 

一方、受け皿が設置困難な場合は、装置の周囲を堰で囲む等により漏えい液の滞留範囲

５．床面の不浸透性向上のための被覆材の選定について 
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を極小化するとともに、その床面の浸透防止対策について、漏えい時の事業者の対応時間

を考慮した上で、専門の施工業者と共によく検討する必要があります。 

なお、床面への被覆工事費は概ね次のとおりです。 

＊フラン樹脂                         ：40,000～100,000 円／m2 

＊ＦＲＰ（ビニルエステル系ノボラック）    ：10,000 円／m2・層 

上記価格は新設工場の場合の単層被覆の工事費です。既存工場の場合は、床面の平滑

化工事、既存設備を避けることによる作業工数の増加等が加算されます。また、複層にする

場合は、2 層ならほぼ 2 倍、3 層ならほぼ 3 倍の費用がかかります。 

また、広い床面積の中で、溶剤が滴下する可能性が低い場所に対しては、床面を塗料で

複数回塗装することで費用を抑え、万一溶剤が滴下した場合は直ちに除去するようにする方

法も考えられます。このように、作業内容、点検方法、点検頻度、漏えい時の処置、床面の

保守等総合的な観点から対策を検討する必要があります。 

       ただし、上述の検討の結果、選定した床面被覆材が改正水濁法の基準に適合するかどう

かについては、自治体と相談する必要があります。 

②酸性溶液、アルカリ性溶液を使用する現場の対策 

    洗浄工程やめっき工程で、酸やアルカリを使用する現場では、酸・アルカリに耐性のある

FPR で被覆することが望まれます。特にビニルエステル樹脂を使用した FRP を採用している

例が多数あります。また、FRP 層の上には耐候性塗料を塗布して樹脂成分の劣化を防止し

ている例があります。 

有害物質取扱事業場で床面に浸透防止の被覆材を施工している事例を下表に示します。 

業種 使用有害物質 調査結果 

洗浄 ジクロロメタン、 

トリクロロエチレン 

＊一時的漏えいへの対応という考えで、次の被覆

材が使用されている。 

・ＦＲＰ（ビニルエステル系ノボラック） 

・エポキシ樹脂 

めっき 六価クロム・ほう素を

含む酸性およびアル

カリ性水溶液 

＊ＦＲＰ（ビニルエステル系ノボラック）の採用実績

が多い。FRP 被覆を 2 層あるいは 3 層で施工した

事例もあった。 

＊酸、アルカリに対する耐性のほか、現場での補

修が容易に出来ることも採用理由になっている。 

ドライクリーニング テトラクロロエチレン ＊クリーニング機の下に受け皿が設置されている

が、その他の場所での一時的漏えいへの対応とい

う考えで、次の被覆材が使用されている。 

・ＦＲＰ（ビニルエステル系ノボラック） 

・撥水性塗料（漏えいした場合には直ちに拭取ると

の考えに基づき採用） 
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有害物質の漏えい有無の点検は改正法では目視による点検を基本としています。 

一方、目視が困難な地下や狭隘な場所では目視に代わる検知方法が必要になります。 

地下水が実際に汚染されているかどうかを知る方法として 

 ・観測井または検知管を設置してガスあるいは地下水を採取して分析する方法 

がありますが、多額の設備費用、分析費が掛かるほか、設置場所も必要となるので、中小企業で

は採用が困難な場合が多いと思われます。 

１）中小企業が採用しやすい自動検知方法 

 漏えいした液を自動的に検知する装置は多種開発され、実用化されています。 

（詳細は、環境省「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」などを

参考にしてください。） 

 価格でみると、数十万～百数十万円／台と数万円～十万円弱／台と二つに分類できます。前

者は原油や灯油、ガソリン等の漏えい検知あるいは半導体工場での有害物質漏えい検知用に

開発された検知器で、大規模工場向けないし高精度が要求される検知用途です。後者は小規

模工場向けないしそれほど検知精度を要求されない用途向けと言えます。後者は比較的低価

格であり、中小企業者の有害物質漏えい検知器として適していると考えられます。 

ただし、この検知器のしくみは漏れた液が検出端に接することが必要ですので、設置する場

所は受け皿や堰の内部となります。床面に傾斜をつけて漏えいした液が一箇所に集まるように

した場所でも使えます。また、雨水の影響のない屋内設置に限定されます。 

中小企業者が採用しやすい安価な漏えい自動検知器を次表に示します。 

自動検知器タイプ 検出のしくみ 価格（円／台） メーカー 

接液型検知器 A 

 

テフロン筒内にＵ字型の光ファイバーが設

置されている。 

液が接していないと入光は全量戻るが、液

が接すると液側に光が逃げ、戻る光量が減

少する。 

この差で漏えいを検知する。 

60,000 

～70,000 

Ｋ社 

Ｙ社 

Ｐ社 

接液型検知器 B 

 

プリズムを使用。 

漏えい液が検出端に接する場合の光の反

射量と漏えい前のそれとの差から漏えいを

検知する。 

55,000 

～60,000 

Ｔ社 

接液型検知器 C 

 

接液前後の電極間の抵抗の大小で漏えい

を検知する。 

～30,000 前後 Ｏ社 

Ｊ社 

 

６．漏えいの検知技術と検知器について 
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また、若干費用が高くなりますが採用実績のある検知器を以下に示します。 

自動検知器タイプ 検出のしくみ 実用例 価格 

（円／台） 

メーカー

接液型検知器Ｄ 油・有機溶剤を通す膜でセン

サーを被覆。 

油・有機溶剤が接すると抵抗

値が増加。 

（ 水 は 通 さ な い の で 、 区 別

可。） 

水力発電機 

燃料油タンク 

ディーゼル発電機

約 50 万円／

式 

Ｊ社 

接液型検知器Ｅ 導電性ポリマーのセンサー。 

液が接すると通電量が変化。

・ 水／水溶液用 

・ 強酸用 

・ 有機溶媒用 

ビルの非常用発電

のディーゼル発電

機 の 周 辺 及 び 配

管 

数 十 万 ～ 数

百万円 

G 社 

接液型検知器Ｆ 水面上の油層（min.3 mm） 

を検知。 

検知器に 3 本の電極が取り

付けられている。 

検知回路から発生する高周

波により電極部の静電容量

を計測。 

水面上に油層があると静電

容量が変化する。 

タンクヤード、地下

ピット、排水ピット

等での油漏れや 

油の流出を小規模

のうちに検知。 

事故の拡大防止。

約 30 万円 Ａ社 

非接液型 

（ 漏 え い の 未 然 防

止） 

内液と接触しない（反対側）Ｆ

ＲＰの表面に導電性ポリマー

をライニング。 

ＦＲＰの膨潤度見合いで通電

量が変化。 

この変化を追うことで漏えい

を未然に防止できる。 

膨潤したＦＲＰ（部分）は更

新。 

半導 体製造工 場

の床 

油水 分離層の 油

分の貯留層（貯留

量の把握） 

ラ イ ニ ン グ

費： 

3～7 万円／

m2 

 

システム費： 

30～50 万円 

Ｎ社 

※各検知器の詳細については８．参考資料（p.22）をご覧ください。 

 

なお、検知器の選定にあたっては自社の状況、工場の特性等を踏まえて、メーカーなどと十分

な検討が必要です。 
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また、漏えい検知システムは目視が困難な場合の検知手段であるので、導入に際しては費用

対効果を十分に考慮する必要があります。 

 

２）訪問した工場での漏えい検知方法 

取組事例調査で訪問した工場では次に示した漏えい検知方法が取られていました。 

設備からの漏えい有無 

設備や床の亀裂の有無 

容器内の液面の変化 

目視 

排水溝や油水分離槽に油が浮いていないか 

PH 試験紙 排水の性状チェック(酸性かアルカリ性か) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○床面被覆材の亀裂の有無検査について 

  床を不浸透性の材料で被覆した場合、被覆の健全度を把握することが望ましい。 

被覆材の浮き上がり、剥がれ、変色等は目視で発見可能であるが、微小な亀裂は目視で

は発見が困難である。 

このようなミクロな亀裂や穴あきを検知する方法として、染色浸透探傷剤を利用する方法

がある。この方法を使うと幅が１ミクロンの割れ、径が１ミクロンのピンホールでも検出が可能

である。 

染色浸透探傷剤の価格は、浸透液と現像液を合わせて 100ｍ２当たり約 16,500 円である。

専門業者に依頼しないで自社で実施できるので、劣化が懸念される場所に限定して定期的

に検査することが可能である。詳細は染色浸透探傷試験（８．参考資料）を参照。 

○樹脂材料の耐久性データの充足について 

  有害物質を含む溶剤や酸性、アルカリ性水溶液に短時間接触した場合の材料の耐久性（接

触時間と材料の劣化度合い）のデータがあると、被覆材の材料選定に便利である。 

JIS の測定法である「浸漬テスト」は長時間（例えば 1 日、1 週間、それ以上長期間）浸漬し

た場合の材料の劣化度＝膨潤度（重量増加）を測定する方法である。 

この試験法の結果を、床面に一時的にこぼれる場合の材料選定に適用すると過剰な対策

を実施することになり、費用対効果の面から適切な方法とはいえない。 

床面に短時間接液する場合の材料の耐性を評価する方法を確立し、そのデータを基に事

業者が被覆材の材料選定が行えるようにすることが望まれる。 
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取組事例調査で訪問した工場・事業場では始業時や終業時に、あるいは定時に毎日点検が行わ

れていました。 

現場点検項目として、 

＊ 設備からの漏えい有無     ＊ 設備の異常有無 

＊ タンクの液面の変化       ＊ 工場排水の水質検査（有害物質の有無） 

等の漏えい点検項目が組み込まれています。 

以下にめっき工場と自動車部品工場の点検表の一部を抜き出して例示します。 

●めっき工場の点検表「日常点検基準・記録」から抜粋 

点検場所 頻度 点検方法 判定基準 問題ありの

処理方法 

2/1 2/2 2/3 2/4

液槽 １回／日 目視 液漏れなきこと 修理     

配管 １回／日 目視 液漏れなきこと 修理     

排水処理

装置 

１回／日 五感 異常音・異常動作

なきこと 

修理     

 

検印 承認 

  

●自動車部品工場の点検表 「排水処理設備運転記録」から抜粋 

いつ 点検場所 点検項目 標準値 2/1 2/2 2/3 

朝 薬品タンク タンクからの漏れ 漏れなし    

朝 防液堤 ドレンバルブ 閉    

朝 配管(洗浄油、

重油) 

漏えい 漏れなし    

ＣＯＤ 20ppm 以下    昼 合流枡 

ＰＨ 5.8～8.6    

毎月月曜 雨水点検槽 油膜、着色     

●自動車部品工場 酸性排水処理装置の点検表 「日常点検基準・記録」表から抜粋 

点検場所 判定基準 点検方法 頻度 いつ 2/1 2/2 2/3 

ポンプ作動 

(＊) 

異音・発熱・

漏れ 

聴覚・目視 １回／日 始業時    

PH 記録計 動作不良他 目視 1 回／日 始業時    

＊廃水ポンプ、処理水ポンプ、排泥ポンプ、薬剤ポンプ、移送ポンプ等 

７．日常点検表の事例 

異常履歴： 
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 地下水汚染未然防止対策検討の参考になると思われる資料の一部を以下に示します。 

○改正水濁法関連 

１）環境省 地下水・地盤対策関係 

   http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html 

２）「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」 

環境省（平成 24 年 1 月） 

３）経済産業省関東経済産業局 環境・リサイクル関係 

   http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kankyo/recycle/index.html 

４）地下水汚染未然防止対策普及のためのリーフレット「有害物質の漏えいと地下浸透を未然に 

防止するための新たな制度が導入されます！！」 

 関東経済産業局（平成 24 年 1 月） 

○有害物質漏えい未然防止対策関連 

５）「電気めっき事業者のための土壌汚染対策ガイドライン策定事業報告書」経済産業省 

  http://www.meti.go.jp/report/data/g40618aj.html 

６）「土壌汚染の未然防止等マニュアル」環境省水・大気環境局土壌環境課（平成 23 年 6 月） 

http://www.env.go.jp/water/dojo/man_preventive/manual.pdf 

７）「クロロカーボン適正使用ハンドブック（改訂版）」クロロカーボン衛生協会（平成 23 年 8 月） 

  http://www.jahcs.org/leaflet/HB-2.pdf 

８）染色浸透探傷試験（PT） 株式会社タセト  

  http://www.taseto.com/chemical/c01_1.html 

○漏えい検知技術関連 

９）K 社  （株）キーエンス  ファイバユニット FU シリーズ 接液タイプ FU-93 

  http://www.keyence.co.jp/switch/fiber/fu/menu/1349/ 

10）Y 社  （株）山武  アンプ内蔵形漏液センサ HPQ-Ｄシリーズ 

  http://www.compoclub.com/products/recommend/photo/HPQ-D.html 

11）P 社  パナソニック電工（株）  リークセンサ（アンプ内蔵）EX-F70/EX-F60  

  http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/fasys/sensor/photoelectric/ex-f70/index.jsp 

12）T 社  （株）ティアンドティ  漏液センサ 

  http://www.techtry.co.jp/ 

13）O 社  オムロン（株）  漏液検出器 K7L-AT50/AT50D 

   http://www.fa.omron.co.jp/prodaut/family/564/index_a.html 

14）J 社  （株）潤工社  液漏れ検知システム 

  http://www.junkosha.co.jp/item/former/fr002.html 

15）G 社  （株）工技研究所  漏油センサ／地下タンク漏洩検知設備 

  http://www.kohgiken.co.jp/seihin-gaiyo/roei_kenchisouchi.html 

16）A 社  旭化成システム（株）  油膜検知器 

  http://www.asahi-kasei.co.jp/ats/shosai-epoh.html 

17）N 社  （株）ニュープロド  地下水・土壌汚染未然検知システム 

  http://newprodo.web.infoseek.co.jp/page3.htm 

８．参考資料 
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各都県における水濁法の窓口は次のとおりです。 

都県 担当課 電話番号 

茨城県 生活環境部環境対策課水環境室水質保全担当 029-301-2966 

栃木県 環境森林部環境保全課 028-623-3188 

群馬県 環境森林部環境保全課水質保全係 027-226-2835 

埼玉県 環境部水環境課土壌・地盤環境担当 048-830-3084・3070 

千葉県 環境生活部水質保全課水質指導室 043-223-3871 

東京都 環境局自然環境部水環境課 03-5388-3494 

神奈川県 環境農政局環境保全部大気水質課水環境グループ 045-210-1111(代) 

新潟県 県民生活・環境部環境対策課 025-280-5154 

山梨県 森林環境部大気水質保全課水質担当 055-223-1511 

長野県 環境部水大気環境課水質保全係 026-235-7162 

静岡県 くらし・環境部環境局生活環境課水質班 054-221-2268 

 なお、窓口は、政令市や都県下の市町村になる場合があります。 

各社の工場・事業場所在地の自治体に確認してください。 

 

●環境省の窓口は次のとおりです。 

省庁 担当課 電話番号 

環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 03-3581-3351 

(内線)6672 

 

また、今後環境省、自治体、業界団体等で改正水濁法と地下水汚染の未然防止対策に関する説

明会をはじめとする情報提供がなされることと思います。そのような機会を自社の取り組み検討に

役立ててください。 

 

この自主的取組事例集に関するお問い合わせは下記にご連絡ください。 

 

関東経済産業局 環境リサイクル課 産業公害担当 

ＴＥＬ ０４８－６００－０２９１  ＦＡＸ ０４８－６０１－１２９０ 

 

株式会社三菱化学テクノリサーチ 調査コンサルティング１部 

ＴＥＬ ０３－５２２６－０７４０  FAX ０３－５２２６－０７４１ 

 

９．窓口等 
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平成 23 年度 中小企業等産業公害防止対策調査 

「関東経済産業局管内の中小企業等の工場・事業場における公共用水域又は地下水の

水質汚濁防止のための具体策に関する調査」 

 

地下水汚染未然防止のための自主的取組事例集 

                    平成 24 年 1 月 
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